2026年度　報告書作成について

2026年4月7日

2026年度も、各カテゴリー・部会・委員会におかれましては、事業終了後の収支報告書・支出明細書・活動報告書等の作成および提出をお願いいたします。

本協会における会計処理・補助金報告については、適正かつ統一的な処理を行うことが重要です。
特に、旅費・日当・謝金・領収書の取扱いについては、昨年度においても誤解や誤処理が見られましたので、改めて以下の点をご確認いただき、正しい運用をお願いいたします。

なお、事業名は必ず予算請求時と同一名称で記入してください。

記

１　報告に使用する書式について

2026年度も、県協会が指定する書式により、以下の書類を作成してください。

【提出書類】
· 『収支報告書』
· 『支出明細書』
· 『活動報告書』
· 『旅費日当・諸謝金精算書』
· 『領収書等貼付用紙』
· その他、必要に応じて大会要項・開催要項等

【注意】
· 必ず2026年度用の書式を使用してください。
· 昨年度以前の様式を流用しないでください。
· 算式（数式）が入っているセルには数字を直接入力しないでください。

２　提出期限について

【提出期限】
事業終了後２週間以内
※補助金等の関係で、提出が遅れると交付対象外や事務処理遅延の原因となります。
※期限を過ぎる可能性がある場合は、事前に財務委員長または事務局へ連絡してください。

３　提出方法について
【提出は以下３点をセットでお願いします】
· データ提出（メール）
· 原本提出（郵送または持参）
· 残金の入金
【提出先】
データ提出先
sbba@shizuoka.tnc.ne.jp
書類提出先
〒424-0924
静岡市清水区清開2-1-1
清水総合運動場体育館2階
一般社団法人静岡県バスケットボール協会 事務局
本目可也子 宛

４　活動報告書について
活動報告書は、収支報告とあわせて必ず提出してください。
【よくある注意】
· 活動報告書の提出忘れが多く見られます。
· 実施内容・参加人数・成果・課題等を簡潔に記入してください。

５　源泉徴収について
謝金の支払いにおいて、源泉徴収が必要となる場合がありますが、
【原則】
源泉徴収の処理は事務局で行います。
そのため、現場で源泉徴収分を差し引く必要はありません。

※対象額や処理方法について不明な場合は、事前に事務局へご確認ください。

６　旅費・日当・謝金の取扱いについて（重要）
2026年度も、本協会の旅費交通費および日当手当等の規程に基づき処理を行ってください。
特に、以下の点は誤りが多いため、十分注意してください。

（１）日当と謝金の重複支給について
【原則】
· 日当を支給した場合、食糧費（弁当代等）は支給しません。
· 審判謝金・TO謝金を支給した場合、日当は支給しません。
【注意】
以下のような処理はできません。
· 謝金＋日当
· 日当＋食糧費
· 謝金＋日当＋食糧費
※ただし、業務内容や拘束時間により判断が必要なケースもあるため、迷う場合は事前に相談してください。

（２）日当について
日当は、会場等での拘束時間に応じて支給します。
【日当区分】
· 5時間未満 … 1,000円
· 5時間以上11時間未満 … 2,000円
· 11時間以上 … 3,000円
【その他】
· 宿泊を伴う場合 … 宿泊日当1,000円
· リモート会議参加 … 1,000円

（３）交通費について
【鉄道利用（県内）】
· 最寄駅から目的地最寄駅までの往復普通運賃
· ＋ 市内交通費700円
· ただし、合計が1,000円未満の場合は1,000円支給
【同一市内】
· 原則 1,000円
· ただし、公共交通機関利用で往復1,000円以上かかる場合は実費支給可
【バス代】
· 居住地から最寄駅まで、または目的地から最寄駅までのバス代が片道500円以上の場合は実費支給可
· この場合、市内交通費700円は支給しません
【新幹線】
· 片道80km以上の場合、自由席特急料金を加給可
· 領収書の添付が必要

（４）自家用車の取扱いについて（特に注意）
自家用車の利用は、原則として主催者が合理的理由を認めた場合のみです。
【認められる例】
· 片道80km以上
· 集合時間に間に合うため、自宅出発が午前7時以前となる場合
· 業務終了後の帰宅が23時を超える場合
· 荷物運搬がある場合
· 公共交通機関に時間的制約がある場合
· その他、主催者が合理的理由ありと判断した場合
【支給方法】
· 1kmあたり37円
· 距離は、自宅から目的地までの合理的経路（マップアプリ等）
· 100円未満切り上げ
· 同乗者への支給はありません
【重要】
主催者が認めなかった場合、または申請がなかった場合には、
👉 実際に車で移動していても、鉄道利用の場合と同額で処理します。

７　補助金事業における旅費等の取扱いについて（非常に重要）

静岡県スポーツ振興課等からの補助金事業については、
本協会の旅費規程とは異なる基準で報告を求められる場合があります。
たとえば、
· 協会規程では「市内交通費1,000円」等の考え方がある
· 県規程ではそれが認められない
といったケースがあります。

補助金事業の基本的な考え方
【支払い】
従事者への支払いは、
👉 原則として県協会の旅費規程に基づいて行います。
【県等への報告】
補助金の報告は、
👉 補助元（県等）の規程に基づいて計算・整理します。
【差額の取扱い】
協会規程で支払った額と、補助対象額との差額については、
👉 県協会負担として整理します。

【対応方針】
補助金事業については、
「実際の支払い」と「補助対象としての報告」を分けて整理する
という考え方で処理してください。
必要に応じて、事務局で再計算・整理しますので、
実態を正確に記録し、申請時・報告時に相談してください。

８　領収書について（重要）
領収書に不備があると、補助対象外となる場合があります。
その結果、交付金等が受けられなくなることがありますので、十分注意してください。

（１）領収書の基本ルール
· 宛名は
「一般社団法人静岡県バスケットボール協会」
· 購入内容（品名・数量・単価）がわかること
· 必要に応じてレシートも添付すること

（２）やってはいけないこと
· 領収書を裏表に貼る
· ホチキス止めする
· 宛名が個人名・チーム名のままにする
· 品名不明のまま提出する

（３）訂正について
『旅費日当・諸謝金精算書』の明細行の部分訂正は可能ですが、
· 合計欄の修正
· 明細行の抹消
· 金額訂正
等を行った場合は、訂正者の訂正印または自筆サインを記入してください。

９　仮払いの取扱いについて
【基本】
· 仮払い請求は、予算に基づいて行ってください。
· 仮払い請求は、カテゴリー部会長・委員長が行うものとします。
【注意】
· 大会参加料等の収入が見込まれる場合も、原則として相殺せず予算額で仮払い請求してください。
· 仮払いされた資金は、その事業に使用することが明確にわかるよう管理してください。
· 他事業の収入や管理費等から不足分を補うことはしないでください。
【不足した場合】
不足が生じた場合は、事務局へ連絡してください。

10　最後に
会計処理は、各カテゴリー・部会・委員会の活動を支える大切な基盤です。
また、正しい処理を積み重ねることは、協会としての信頼性の向上にもつながります。
「例年こうだったから」ではなく、
今年度のルール・様式・考え方に基づいて処理することを徹底してください。
ご不明な点がありましたら、必ず事務局までご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。


